
改正労働者派遣法説明会
（同一労働同一賃金）
を開催します。

働き方改革関連法の成立に伴い、労働者派遣法が改正され、
令和２年４月１日から施行になります。岡山労働局では、改正
法が円滑に履行されるよう下記の日程により説明会を開催しま
すので、是非ご参加ください。

※駐車場の確保は致しておりません。
ご来場の際は公共交通機関をご利用ください。

お問い合わせ先：岡山労働局需給調整事業室 ０８６－８０１－５１１０


